
物 品 供 給 単 価 契 約 書 
１ 件 名 

２ 契 約 単 価            

    
 
□課税事業者  （物品供給に係る消費税及び地方消費税額          円） 

            「物品供給に係る消費税及び地方消費税額」は、契約金額に 8/108 を 
             乗じたものです。 

□免税事業者  
３ 契約保証金額   ￥                       
４ 納 入 場 所 
５ 契 約 期 間  平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 
６ その他の事項 

内訳 

品  名 品質・形状・寸法 単 位 単  価 

   
円 

    

    

    

    

 上記物品供給について、発注者市川市（以下「発注者」という。）と受注者 
      （以下「受注者」という。）は、別添物品供給契約約款（以下「約款」とい

う。）により単価契約を締結する。 
 

平成  年  月  日 

 
                市川市八幡１丁目１番１号 
           発注者  市 川 市 
                代表者 市長              印 
 
                住 所 
           受注者  社名（団体名）             印 
                代 表 者 名 



 
物品供給契約約款 

 （総 則） 
第１条 受注者は、日本国の法令を遵守し、頭書の契約書（以下「契約書」という。）に定めるもののほか、この約款

及び別添の仕様書等（仕様書、図面をいう。以下「仕様書等」という。）に基づき、この契約を履行しなければなら

ない。 
２ 受注者は、頭書の件名に掲げる物品（以下「物品」という。）を頭書の契約単価をもって頭書の契約期間内におい

て、発注者の発注のあるごとに、発注者の指定期日までに、頭書の納入場所に納入しなければならない。 
３ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 
４ この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 
５ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、

計量法（平成４年法律第５１号）に定めるものとする。 
６ この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法（明治２９年法律第８９号）及び商法（明治３２年

法律第４８号）の定めるところによるものとする。 
 （願出等の書面主義） 
第２条 この約款に定める願出、承認、承諾、請求、解除及び重要な指示は、書面により行わなければならない。 
２ 発注者及び受注者は、約款の条項に基づき協議を行った結果、契約の変更等を行う必要があるときは、書面を取

り交わすものとする。 
 （納入期日の延長） 
第３条 天災地変その他やむを得ない事由により指定期日までに物品を納入することができないときは、発注者に対

し受注者は事由を詳記して期日延長の願出をすることができる。この場合において発注者はその願出を相当と認め

たときはこれを承認するものとする。 
２ 前項の願出は指定期日までになされなければならない。ただし、特別の理由がある場合においてはこの限りでな

い。 
（明示されていない事項及び指示等） 

第４条 受注者は、仕様書等又はこの契約書に明示されていない事項でも物品の納入上当然必要なものは、発注者又

は仕様書等に定める発注者の指揮監督下にある職員の指示に従い受注者の負担においてこれを執行するものとする。 
２ 前項のほか、契約の適正な履行の確保に必要となる発注者による軽微な指示等は、発注者又は仕様書等に定める

発注者の指揮監督下にある職員により行うものとし、受注者はこれに従うものとする。 
 （権利義務の譲渡） 
第５条 この契約により生ずる権利又は義務は、これを第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、相手方

の承諾を得た場合においては、この限りではない。 
（契約の保証） 

第６条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに該当する保証を付さなければならない。ただし、

市川市財務規則（昭和６０年規則第４号。以下「財務規則」という。）第１１７条第３項各号のいずれかに該当する

ときは、発注者は、受注者に契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。 
 (1) 契約保証金の納付 
 (2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等（財務規則第１０１条第２項各号に規定する有価証券等をいい、

当該有価証券等の価格は、同項各号に定めるところによる。） 
２ 前項の保証に係る契約保証金若しくは担保となる有価証券等又は財務規則第１１７条第３項第１号に規定する履

行保証保険契約の額（以下「保証の額」という。）は、契約書第２項に定める契約単価（以下「契約単価」という。）

に仕様書で規定する予定数量を乗じた額の１００分の１０以上としなければならない。 
３ 受注者は、財務規則第１１７条第３項第１号に規定する履行保証保険契約を締結したことによって、第１項のた

だし書の規定による契約保証金の減免を受ける場合は、当該履行保証保険契約の締結後、直ちに当該履行保証保険

契約に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。 
４ 受注者は、契約内容の変更等により契約単価又は予定数量が増になったときは、保証の額を変更後の契約単価に

予定数量を乗じた額の１００分の１０以上となるまで増額しなければならない。 
５ 受注者は、契約内容の変更等により契約単価又は予定数量が減になったときは、保証の額の減額を発注者に申し

出ることができる。 

単価契約用 



６ 受注者は、第８条第１項の検査に合格したときは、第１項第１号の契約保証金、同項第２号の有価証券等又は第

３項の保険証券の返還を発注者に請求することができる。 
 （納入物品の品質） 
第７条 納入物品は、見本、仕様書等によるものとし、見本その他による品質を指示しないときは中等以上のもので

なければならない。 
 （検査及び引渡し） 
第８条 発注者は、受注者から納入を受けたときは、検査を行うものとする。検査に要する費用及び検査のため変質

変形又は消耗毀損したものはすべて受注者の負担とする。ただし、特殊の検査に要するものはこの限りでない。 
２ 前項の検査は、納入後１０日以内に着手するものとする。 
３ 受注者は、発注者の指定する日時及び場所において検査に立会うものとする。受注者はもし立会をしないときは

検査の結果につき異議を申し立てることができない。 
４ 物品の引渡しは、第１項の検査に合格したときに完了する。 
 （検査不合格の処置） 
第９条 検査の結果、不合格と決定した物品については、受注者は遅滞なくこれを引取り、すみやかに代替品を納入

しなければならない。 
２ 前項の場合、特に１回に限り発注者は相当日数を指定して引換又は手直しの期限を認めることがある。この引換

又は手直しを終了したときは更に届け出て検査を受けなければならない。検査に着手する期間は、前条第２項の規

定を準用する。 
 （瑕疵担保責任） 
第１０条 受注者は納入物品の引渡後１年間は、瑕疵について補修の責任を負うものとする。 
 （受注者の義務の履行） 
第１１条 受注者が瑕疵の補修に応じないときその他この契約から生じる義務を履行しないときは、発注者は受注者

の負担でこれを執行することができるものとする。ただし、これのために受注者に損害が生じても発注者は賠償の

責を負わない。 
 （所有権の移転等） 
第１２条 物品の所有権は検査に合格したとき受注者から発注者に移転するものとし、移転前に生じた損害はすべて

受注者の負担とする。ただし、損害が発注者の故意又は重大な過失によって生じたとき又天災地変その他避けるこ

とのできない非常災害による場合はこの限りでない。 
２ 現品の容器及び包装等は特に契約に定めた場合の他は発注者の所有とする。 
 （代金の請求及び支払い） 
第１３条 物品に係る契約金額は検査の終了後受注者の請求により３０日以内に支払うものとする。 
２ 部分払いについて、検査合格した物品の供給部分に対する代金の請求があった場合、前項の規定を準用する。 
 （受注者の履行遅滞による違約金） 
第１４条 受注者は指定期日までに物品の納入を終了しないときは延滞日数に応じ、物品に係る契約金額に対し、契

約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定によ

り財務大臣が決定する率（以下「財務大臣が決定する率」という。）を乗じて計算した額（当該額に１００円未満の

端数が生じたときは、これを切り捨てた額）を違約金として発注者に納付するものとする。 
２ 第９条第２項による引換または手直しが指定した期限後に亘るときは前項によって違約金を納付するものとする。 
３ 前２項の違約金徴収日数の計算について検査に要した日数はこれを算入しない。 
 （契約内容の変更または中止） 
第１５条 発注者は必要があるときはこの契約の内容を変更し、又は納入の中止をなすことができる。 
２ 前項の場合において物品に係る契約単価を増減する必要があるとき又は指定期日を伸縮する必要があるときは、

発注者と受注者が協議してこれを定める。 
 （協議解除） 
第１６条 発注者は必要があると認めたときは、受注者と協議の上この契約の全部または一部の解除をすることがで

きるものとする。 
２ 受注者は前条の中止期間が引続き３月以上に及ぶときは発注者と協議の上全部又は一部の解除をすることができ

るものとする。 
３ 前２項の場合において発注者は受注者の請求により、既納品の代金を支払い、かつ保証金を還付するものとする。 



 （発注者の解除権） 
第１７条 受注者が次の各号のいずれかに該当する場合において発注者は契約を解除することができるものとする。 

(1) 指定期日までに契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めたとき。 
(2) 契約履行の着手を遅延したとき。 
(3) 契約解除の申出があったとき。 
(4) 正当な理由がなく当該職員の指揮に従わないとき、又は契約事項の検査監督に際し当該職員の職務の執行を妨

害したとき。 
２ 前項の規定によって契約を解除したときは、保証金は発注者に帰属する。保証金の納付がないときは、受注者は

第６条第２項又は第４項に定める契約保証金に相当する額を違約金として発注者に納付するものとする。 
３ 契約を解除した場合において、発注者は履行部分に対して相当と認める金額を支払い引渡しを受けることができ

るものとする。その他のものは受注者が遅滞なく引取るものとする。 
４ 発注者は、第１項の規定により受注者との契約を解除する場合において、受注者の所在を確認できないときは、

発注者の事務所にその旨を掲示することにより、受注者への通知に代えることができるものとする。この場合にお

ける当該効力は、掲示の日から１４日を経過したときに生ずるものとする。 
（談合その他の不正行為に係る発注者の解除権） 

第１８条 発注者は、受注者がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができ

る。 
(1) 公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 

２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第７条第１項の規定による措置を命じ、当該命令が確定した

とき。 
(2) 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）について独占禁止法第８９条第１項、第 
９０条若しくは第９５条（独占禁止法第８９条第１項又は第９０条に規定する違反行為をした場合に限る。）に規 
定する刑又は刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条に規定する刑が確定（執行猶予

の場合を含む。）したとき。 
２ 受注者が協同組合及び共同企業体（以下「協同組合等」という。）である場合における前項の規定については、そ

の代表者又は構成員が各号のいずれかに該当した場合に適用する。 
３ 第１項に該当し、発注者が契約を解除した場合における当該契約解除に係る違約金の徴収については、第１７条

第２項の規定を準用する。 
（談合その他の不正行為に係る賠償金の支払） 

第１９条 受注者は、この契約に関して前条第１項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否

かを問わず、発注者の指定する期間内に契約金額の１００分の２０に相当する賠償金に金額の支払の日から当該賠

償金の支払の日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額（当該額に１００円未満の端数が生

じたときは、これを切り捨てた額）を付した額を支払わなければならない。ただし、前条第１項第１号において、

命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項第３号及び第６号に基づく不公正な取引方法（昭和５７年６月

１８日公正取引委員会公示第１５号）第６項に規定する不当廉売である場合にその他発注者が特に必要と認める場

合は、この限りではない。 
２ 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合に

おいては、受注者に対してその超過分につき賠償金を請求することができる。 
３ 前２項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。 
４ 前２項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者及び構成員は、賠償金及び利息を連帯して発

注者に支払わなければならない。受注者が既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者又は構成員であっ

た者に請求することができ、受注者は、連帯して賠償をしなければならない。 
 （物価変動による契約金額の変更） 
第２０条 契約の締結後において物価の変動があって契約単価が著しく不当となった場合はその実情に応じて発注者

と受注者とが協議の上金額の変更をすることができる。 
 （相 殺） 
第２１条 発注者は受注者から取得することができる金銭があるときは受注者に対して支払うべき代金または保証金

と相殺し、なお不足があるときはこれを追徴するものとする。 
  



 （補 則） 
第２２条 この契約に定めない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 
 
上記契約の証として本書２通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自１通を保管する。 


